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意見 

 

 環境アセスメントの対象となる事業は、環境アセスメント

結果を優先させ、景観法の手続きは免除となるように行政手

続の簡素化・効率化を図って頂きたい。 

 現在、環境評価法により地熱発電所では出力 1万 kW以上

は必ず環境アセスメントを実施する対象事業（第一種事業）

に指定されている。環境アセスメントには景観も含まれてお

り、アセスメントの方法、結果については市町村長・都道府

県知事・環境大臣の意見を踏まえ、その結果を事業に反映さ

せることになっている。 

 一方、景観法は景観行政団体が景観計画を定めることにな

っている。景観行政団体については特に定義は示されていな

いが、その長は地方自治体の長であると推察できる。従って、

景観アセスメント上で景観を判断する機関と景観法で判断

する機関が重複すると考えられる。 

環境アセスメントは、景観のみならず総合的な指標（自

然・景観、動植物、水質、大気質、地質、騒音・振動等）か

らその事業の適否を判断するものであるため、より重要度は

高いと考える。従って、環境アセスメント対象の事業につい

ては、景観法の手続きを免除願いたい。  

 

 

 


